
 
  

不 法 就 労 等 外 国 人 対 策 の 推 進 （ 改 訂 ）  
 

令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ２ 日  

警    察    庁  

法    務    省  

出 入 国 在 留 管 理 庁  

厚  生  労  働  省  

 

警 察 庁・法 務 省・出 入 国 在 留 管 理 庁・厚 生 労 働 省 は 、こ れ ま で

も 我 が 国 に お け る 不 法 就 労 等 外 国 人 問 題 に つ い て 、 こ れ ら 各 省

庁 の 関 係 局 部 長 を 構 成 員 と す る 不 法 就 労 外 国 人 対 策 等 関 係 局 長

連 絡 会 議 を 設 置 し 、 不 法 就 労 等 外 国 人 に 対 す る 具 体 的 施 策 の 立

案 や 、 関 係 行 政 機 関 の 連 携 強 化 策 を 講 じ て き た 。  
し か し な が ら 、 不 法 就 労 等 外 国 人 の 態 様 は 、 時 代 と と も に 変

化 し て お り 、 昨 今 で は 、  
   偽 変 造 の 在 留 カ ー ド 等 を 行 使 し て 、 就 労 す る 事 案  
   国 内 外 の ブ ロ ー カ ー が 介 在 す る も の を 含 め 、 表 面 上 は

正 規 の 在 留 資 格 を 有 す る も の の 、 そ の 実 態 は 在 留 資 格 に

応 じ た 活 動 を 行 う こ と な く 、 偽 装 滞 在 し て 就 労 す る 事 案  
   実 際 に は 条 約 上 の 難 民 に 該 当 す る 事 情 が な い に も か か

わ ら ず 、誤 用・濫 用 的 に 難 民 等 認 定 申 請 を 行 い 、就 労 す る

事 案  
   技 能 実 習 生 が 、 技 能 実 習 先 か ら 失 踪 し 、 Ｓ Ｎ Ｓ 等 を 利

用 し て 他 所 で 就 労 す る 事 案  
    仮 放 免 許 可 を 受 け た 者 や 同 許 可 を 受 け た 後 に 所 在 不 明

と な っ た 者 が 就 労 す る 事 案  
な ど 、 実 に 多 様 化 し て い る 。  

我 が 国 に 在 留 し 、 就 労 す る た め の 手 口 が 、 時 代 の 変 化 と と も

に 悪 質 か つ 巧 妙 化 し て い る 現 状 に お い て 、 不 法 就 労 等 を 企 図 す

る 外 国 人 や 、 こ れ ら を 承 知 の 上 で 不 法 就 労 等 外 国 人 を 雇 用 し て

不 法 就 労 を 助 長 し 、 そ の 弱 み に つ け 込 み 労 働 搾 取 を 図 る 悪 質 な

事 業 者 の 存 在 は 、 我 が 国 の 労 働 市 場 に 悪 影 響 を 及 ぼ す だ け で な

く 、 地 下 銀 行 を 利 用 し た 不 正 送 金 等 の 犯 罪 イ ン フ ラ 事 犯 や 人 身

取 引 事 案 の 増 加 に 拍 車 を か け る こ と に つ な が り か ね な い 。  

こ う し た 中 、 令 和 ７ 年 に お け る 外 国 人 新 規 入 国 者 数 及 び 同 年

末 現 在 の 在 留 外 国 人 数 は 、 い ず れ も 過 去 最 高 を 記 録 し て お り 、

そ れ に 伴 い 不 法 就 労 等 外 国 人 も 近 年 高 止 ま り の 傾 向 に あ る 。  

ま た 、令 和 ６ 年 ６ 月 、技 能 実 習 制 度 に 替 え て 、人 材 育 成 及 び 人

材 確 保 を 目 的 と す る 育 成 就 労 制 度 を 創 設 す る こ と 等 を 内 容 と す



 
  

る 入 管 法 等 一 部 改 正 法 が 成 立 ・ 公 布 さ れ て い る と こ ろ 、 育 成 就

労 制 度 は 、令 和 ９ 年 ４ 月 に 施 行 す る も の と さ れ て い る こ と か ら 、

今 後 も 多 く の 外 国 人 材 の 受 入 れ が 見 込 ま れ る た め 、 外 国 人 材 を

取 り 巻 く 雇 用 環 境 を 引 き 続 き 注 視 し て い く 必 要 が あ る 。  
こ の 点 、 こ れ ま で も 政 府 で は 、 我 が 国 を 世 界 一 安 全 で 安 心 な

国 と す べ く 、令 和 ４ 年 に 策 定 し た「『 世 界 一 安 全 な 日 本 』創 造 戦

略 ２ ０ ２ ２ 」 に お い て 、 不 法 就 労 者 及 び 不 法 就 労 助 長 者 の 取 締

り を 強 化 す る ほ か 、 不 法 滞 在 者 及 び 不 法 滞 在 を 助 長 す る ブ ロ ー

カ ー の 取 締 り の 強 化 を 図 る こ と と し て き た 。 ま た 、 同 年 に 策 定

さ れ た「 人 身 取 引 対 策 行 動 計 画 ２ ０ ２ ２ 」に お い て も 、人 身 取 引

等 の 国 際 的 な 組 織 犯 罪 対 策 と し て 、 不 法 就 労 事 犯 に 対 す る 厳 正

な 取 締 り を 強 化 す る と と も に 、 不 法 就 労 防 止 の た め の 広 報 啓 発

を 推 進 す る こ と と し て き た 。 こ の よ う に 、 政 府 全 体 を 挙 げ て 不

法 就 労 等 外 国 人 に 対 す る 取 組 を 続 け て き た と こ ろ で あ る 。  

加 え て 、 出 入 国 在 留 管 理 庁 に お い て は 、 不 法 滞 在 者 な ど 入 管

法 の 退 去 強 制 事 由 に 該 当 す る 者 を 速 や か に 我 が 国 か ら 退 去 さ せ

る た め の 対 応 策 、「 国 民 の 安 全・安 心 の た め の 不 法 滞 在 者 ゼ ロ プ

ラ ン 」 を 公 表 し 、 被 仮 放 免 者 の 不 法 就 労 防 止 を 含 め た 各 種 取 組

を 強 力 に 推 進 し て い る 。  
さ ら に 、 政 府 に お い て は 、 一 部 の 外 国 人 に よ る 違 法 行 為 や ル

ー ル か ら の 逸 脱 に 対 し て 国 民 が 感 じ て い る 不 安 や 不 公 平 感 に 対

処 等 す る た め 、本 年 １ 月 、「 外 国 人 の 受 入 れ・秩 序 あ る 共 生 の た

め の 総 合 的 対 応 策 」 を 取 り ま と め て お り 、 こ の 中 に は 上 記 不 法

滞 在 者 ゼ ロ プ ラ ン の 強 力 な 推 進 等 や 不 法 就 労 対 策 の 強 力 な 推 進

等 が 盛 り 込 ま れ 、具 体 的 に は 、不 法 就 労 助 長 者 に つ い て 、刑 事 処

分 の 内 容 に か か わ ら ず 、 積 極 的 に 退 去 強 制 手 続 を 執 る こ と や 、

不 法 就 労 の 温 床 と な っ て い る と の 指 摘 が あ る 不 適 正 ヤ ー ド に つ

い て 、関 係 機 関 間 の 連 携 を 強 化 す る こ と と さ れ て い る 。警 察 庁・

法 務 省 ・ 出 入 国 在 留 管 理 庁 ・ 厚 生 労 働 省 と し て も 協 力 関 係 を 一

層 強 固 に し て 対 応 し て い く 必 要 が あ る 。  

な お 、 令 和 ３ 年 ３ 月 か ら 出 入 国 在 留 管 理 庁 が 保 有 す る 在 留 管

理 情 報 と 厚 生 労 働 省 が 保 有 す る 外 国 人 雇 用 状 況 届 出 情 報 の オ ン

ラ イ ン 連 携 が 開 始 さ れ 、 出 入 国 在 留 管 理 庁 に お け る 不 法 就 労 ・

偽 装 滞 在 の 可 能 性 が あ る 失 踪 技 能 実 習 生 の 取 締 り 等 に 活 用 す る

な ど 、デ ジ タ ル 化 が 進 む 社 会 の 状 況 に 応 じ て 、情 報 の 収 集・分 析

機 能 の 強 化 に も 取 り 組 ん で い る 。  
今 後 も 警 察 庁・法 務 省・出 入 国 在 留 管 理 庁・厚 生 労 働 省 は 、不

法 就 労 等 外 国 人 を 取 り 巻 く 現 状 認 識 を 共 有 す る と と も に 、 関 係

行 政 機 関 に お い て も 、 そ の 連 携 を 一 層 強 固 に し 、 よ り 積 極 的 に



 
  

対 策 に 取 り 組 む た め 、別 紙 の と お り 、「 不 法 就 労 等 外 国 人 対 策 の

具 体 的 内 容（ 改 訂 ）」を 取 り ま と め 、不 法 就 労 や そ の 助 長 の 撲 滅

に 向 け た 取 締 り 、 取 締 り の 強 化 に 向 け た 緊 密 な 情 報 交 換 及 び 不

法 就 労 等 防 止 に 向 け た 広 報 ・ 啓 発 活 動 及 び 指 導 の 積 極 的 実 施 に

つ い て 、 一 層 強 力 に 推 進 し て い く こ と と す る 。  


